
5月 3日・憲法記念日
4日・国民の休日
5日・こどもの日

（皐月）MAY

民間に対してこれまで紙での保存を義務付けていた書類につい
て、コスト削減要請等を受け一定要件の下、スキャナにより読み取っ
て電子的に保存することを認める制度。国税関係書類では、決算関
係書類や帳簿、一部の契約書・領収書を除き、原則的に全ての書類
が対象で、この４月から制度がスタートしています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税 / 4月分源泉所得税の納付

5月10日

国　税 / 3月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）5月31日

国　税 / 9月決算法人の中間申告

5月31日

国　税 / 6月、9月、12月決算法人の

消費税等の中間申告（年3回

の場合） 5月31日

国　税 / 個人事業者の消費税等の中

間申告 5月31日

国　税 / 確定申告税額の延納届出に

よる徴収猶予税額の納付

5月31日

国　税 / 特別農業所得者の承認申請

5月16日

地方税 / 自動車税・鉱区税の納付

県条例で定める日

労　務 / 労働保険料（概算・確定）申

告書の提出 5月20日

労　務 / 労働保険料（全期・1期分）の

納付 5月20日
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法
人
が
負
担
す
る
諸
会
費
等
に
つ
い

て
は
、
単
純
に
損
金
に
な
る
も
の
だ
け

で
な
く
、
交
際
費
や
寄
付
金
と
な
っ
て

税
金
の
対
象
と
な
っ
た
り
、
資
産
と
す

べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
慎
重
に
処

理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
以
下
、
主

な
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
す
。

１

同
業
団
体
等
の

会
費

法
人
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
図

表
１
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
消
費

税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
会
費
と
同
業
団

体
か
ら
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
と
の
対
応
関

係
が
あ
る
か
否
か
に
よ
り
消
費
税
の
課

税
対
象
か
課
税
対
象
外
か
を
区
分
し
ま

す
。た

だ
し
、
経
常
会
費
に
つ
い
て
は
、

同
業
団
体
側
で
課
税
売
上
げ
と
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
支
払
っ
た
側
は
こ
の
区
分
を
す

る
こ
と
な
く
税
額
控
除
と
し
な
い
の
が

一
般
的
で
す
。
な
お
、
区
分
が
困
難
な

会
費
に
つ
い
て
は
同
業
団
体
側
が
課
税

売
上
げ
と
せ
ず
、
支
払
う
側
が
課
税
仕

入
れ
と
し
な
け
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
　
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の

入
会
金
等
の
処
理

法
人
会
員
と
し
て
入
会
す
る
場
合
の

入
会
金
は
、
名
義
書
換
料
、
手
数
料
等

の
付
随
費
用
も
含
め
て
資
産
に
計
上
し

ま
す
。
無
記
名
法
人
会
員
制
度
が
な
い

た
め
に
名
目
上
個
人
会
員
と
し
て
入
会

し
、
加
入
金
を
法
人
が
負
担
し
た
場
合

も
同
じ
で
す
。

た
だ
し
、
記
名
式
法
人
会
員
で
、
名

義
人
で
あ
る
特
定
の
役
員
や
使
用
人
が

も
っ
ぱ
ら
法
人
の
業
務
に
関
係
な
く
利

5月号 2

諸
会
費
等
の
税
務
ポ
イ
ン
ト 

加 　 入 　 金  

通 常 会 費  

その他の会費  

■図表１　同業団体の会費等の税務上の取扱い 

地位を他に譲渡できないもので出資の性格を有
しないもの 
地位を他に譲渡できるもの又は出資の性格を有
するもの 

不相当多額の剰余金が生じた以後の支出分 

その他 

法人の支出時 

団体からの支出時 

繰延資産（5年償却） 

資産計上し、譲渡又は脱退時に損金処理 

前払費用 

支出時損金 

前払費用 

費途に応じて法人が支出したものとする 

内　　　　容 取　扱　い 



3 5月号

用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
入
会
金
相

当
額
は
そ
の
者
に
対
す
る
給
与
（
賞
与
）

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
入
会
後
は
、
年
会
費

や
年
決
め
ロ
ッ
カ
ー
料
な
ど
を
負
担
し

ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
費
用
は
入
会
金
の

処
理
に
従
っ
て
、
そ
れ
が
資
産
に
計
上

さ
れ
て
い
る
場
合
は
交
際
費
等
と
し
、

入
会
金
が
給
与
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

会
員
で
あ
る
役
員
や
使
用
人
に
対
す
る

給
与
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

３
　
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
の

入
会
金
の
取
扱
い
の
特
例

原
則
的
に
は
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
入
会

金
と
同
じ
取
扱
い
で
す
が
、
会
員
と
し

て
有
効
期
間
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か

つ
、
そ
の
脱
退
に
際
し
て
入
会
金
相
当

額
の
返
還
を
受
け
ら
れ
な
い
契
約
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
繰
延
資
産
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
　
社
交
団
体
の

入
会
金
等
の
取
扱
い

法
人
が
○
○
ク
ラ
ブ
と
い
っ
た
社
交

団
体
に
入
会
す
る
場
合
に
は
、
法
人
会

員
と
し
て
入
会
す
る
と
き
や
、
法
人
会

員
制
度
が
な
い
た
め
個
人
名
義
で
入
会

す
る
と
き
（
業
務
で
必
要
な
場
合
に
限

る
）
は
交
際
費
等
と
し
、
法
人
会
員
制

度
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
個
人
会
員

と
し
て
入
会
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に

対
す
る
給
与
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

経
常
会
費
は
、
入
会
金
が
交
際
費
等

と
な
る
場
合
は
交
際
費
等
と
し
、
入
会

金
が
給
与
と
な
る
場
合
は
給
与
と
し
ま

す
。
経
常
会
費
以
外
の
会
費
は
、
そ
れ

が
法
人
の
業
務
の
た
め
に
必
要
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
交
際
費
等
と
し
、

役
員
ま
た
は
使
用
人
が
負
担
す
べ
き
も

の
は
、
そ
の
負
担
す
べ
き
者
に
対
す
る

給
与
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
ま
と

め
る
と
図
表
２
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

５
　
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
等
の

会
費
の
取
扱
い

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
、
ラ
イ
オ
ン
ズ

ク
ラ
ブ
等
の
入
会
金
や
経
常
会
費
は
、

そ
の
大
部
分
が
定
例
会
の
食
事
代
等
に

充
て
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
法
人
の
役

員
な
ど
が
こ
れ
ら
の
団
体
に
入
会
し
、

法
人
が
こ
れ
を
負
担
し
た
場
合
は
原
則

と
し
て
交
際
費
等
と
さ
れ
ま
す
。

６
　
災
害
見
舞
金
に
充
て
る
た
め
に

同
業
団
体
等
へ
拠
出
す
る

分
担
金
等

法
人
が
、
そ
の
所
属
す
る
協
会
、
連

盟
そ
の
他
の
同
業
団
体
等
の
構
成
員
の

有
す
る
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
災
害
に

よ
り
損
失
が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
損

失
の
補
て
ん
を
目
的
と
す
る
構
成
員
相

互
の
扶
助
等
に
係
る
規
約
等
に
基
づ
き

合
理
的
な
基
準
に
従
っ
て
災
害
発
生
後

に
同
業
団
体
等
か
ら
賦
課
さ
れ
、
拠
出

し
た
分
担
金
に
つ
い
て
は
、
支
出
時
点

の
損
金
と
さ
れ
ま
す
。

入 会 金  

経常会費・年会費 

プレー費など 

区　　　分 ゴルフクラブ レジャークラブ 社交団体 

（１）法人会員 
（２）個人会員 
（３）（１）がなく（２）が業務

遂行上必要なとき 

（１）入会金が給与 
（２）（１）以外のとき 

（１）業務遂行上必要なとき 
（２）（１）以外のとき 

資産計上 
給　与 
資産計上 

給　与 
交際費 

交際費 
給　与 

交際費 
給　与 
交際費 

給　与 
交際費 

交際費 
給　与 

資産計上 
給　与 
資産計上 

使途に応じて、次のいずれかによる。 
①交際費 
②福利厚生費 
③給与 

■図表２　ゴルフクラブ・レジャークラブ・社交団体入会金等の税務上の取扱い 



5月号 4

固
定
資
産
税
を
納
め
る
人
（
納
税
義
務

者
）
は
一
月
一
日
の
固
定
資
産
（
土
地
、

家
屋
、
償
却
資
産
）
の
所
有
者
で
す
。

具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
　
土
地

土
地
登
記
簿
又
は
土
地
補
充
課
税
台
帳

に
所
有
者
と
し
て
登
記
又
は
登
録
さ
れ
て

い
る
人

②
　
家
屋

建
物
登
記
簿
又
は
家
屋
補
充
課
税
台
帳

に
所
有
者
と
し
て
登
記
又
は
登
録
さ
れ
て

い
る
人

③
　
償
却
資
産

償
却
資
産
課
税
台
帳
に
所
有
者
と
し
て

登
録
さ
れ
て
い
る
人

し
た
が
っ
て
、
年
の
途
中
で
譲
渡
が
あ

っ
た
場
合
に
は
新
所
有
者
に
は
翌
年
分
か

ら
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
所
有
者
と
し
て
登
記
（
登
録
）

さ
れ
て
い
る
人
が
一
月
一
日
前
に
死
亡
し

て
い
る
場
合
等
に
は
、
一
月
一
日
現
在
に
、

そ
の
土
地
や
家
屋
を
現
に
所
有
し
て
い
る

人
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

贈与により取得した
ゴルフ会員権の名義書換料が
取得費に該当

ゴルフ会員権を譲渡した場合には、総合課
税により譲渡所得を計算します。この場合の
譲渡所得の計算上、収入金額から取得費及び
譲渡経費を控除します。この取得費に、贈与
により取得したゴルフ会員権の名義書換料が
該当するかが争われていましたが、取得費に
該当するとの最高裁の判決が出ました。
贈与があった場合は、贈与時点における譲

渡所得課税を留保し、その後受贈者が資産を
譲渡したときに課税することになります。
この場合の取得費及び取得時期は贈与者の

ものを引き継ぐことになり、贈与者の購入代
金や購入手数料を基に計算されるので、従来
は、受贈者がその後に支払った名義書換料は
取得費に該当しないこととしていました。
今回、最高裁の判決を受けてこれを取得費

とすることとなりました。

この取り扱いは、ゴルフ会員権の譲渡に係
る名義書換料のみならず、贈与や相続、遺贈
の際に支払った不動産登記費用、不動産取得
税、株式の名義書換料、特許権などの権利に
ついての登録費用などについても適用されま
す。
ただし、譲渡所得の計算上、収入金額の

５％を概算取得費として計算している場合に
は、これらを概算取得費に加えることはでき
ません。
過年度の申告において、これらの費用を取

得費に算入しないで譲渡所得の計算をしてい
る場合には、更正の請求等の手続きにより、
所得税が還付されます。この場合には、これ
らの金額がいくらであったかを明らかにする
必要があります。
なお、申告期限から既に５年を経過してい

るものについては、法令上還付はされません。
過年度の譲渡所得申告について、更正の請

求やその嘆願ができないかを注意してみて下
さい。

源
泉
徴
収
義
務
者
が
、
弁
護
士
や
税

理
士
な
ど
に
報
酬
・
料
金
を
支
払
う
と

き
は
、
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
報
酬
・
料
金
に
は
、
謝
金
、
調

査
費
、
日
当
、
旅
費
な
ど
の
名
目
で
支

払
わ
れ
る
も
の
も
す
べ
て
含
ま
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
会
社
な
ど
で
、
直
接
負
担

し
た
旅
費
や
宿
泊
費
な
ど
は
、
含
め
な

く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
報
酬
・
料
金
の
金
額
の
中
に

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
そ

の
額
を
含
め
た
金
額
を
源
泉
徴
収
の
対

象
と
し
ま
す
が
、
請
求
書
等
に
お
い
て
、

報
酬
・
料
金
の
金
額
と
明
確
に
区
分
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
源
泉

徴
収
の
対
象
に
含
め
な
く
て
も
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
源
泉
徴
収
税
額
は
支
払
金
額

の
一
〇
％
（
支
払
金
額
が
一
〇
〇
万
円

超
の
場
合
は
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
二

〇
％
）
で
す
。

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

弁
護
士
報
酬
等
の
源
泉
徴
収




